
42 地域活性化伝道師派遣制度 事業
URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/ouentai.html 問合せ先 内閣府地方創生推進事務局

03-5510-2167

関連する取組 事業実施主体
（対象者）

支援対象・内容
(ハード・ソフト) 補助率等 公募時期 事業要望

調査時期
令和５年度

当初予算(百万円)
地域づくりの専門家等の紹介・仲介等 都道府県・市町村・団体等 ソフト 0.2

地域の活性化に向け意欲的な取組を行おうとする地域に対して、地域おこしの専門家(地域活性化伝道師)を紹介し指導・助言を行う。

事業概要

地域の成長力強化・雇用創出に資するよう、これを担う地域人材力の強化について地域活性化伝道師が切れ目なく支援

①地域のリーダーの育成

地域活性化伝道師の講義を受け、
取組の立ち上がり段階における
実行プランの企画、取組の実施
体制の構築を後押し。

②実務者の育成

実行プランに基づく取組を実施
拡大していく上で必要となる
人員を確保し、スキルアップ研修
などの実施を後押し。

地域リーダーが中心となって、
地域の産学官連携で商品開発を
進め、事業化に必要な経営や
広告・宣伝のノウハウを伝授。

④販路拡大・雇用創出

マーケティング・販路拡大の
支援を実施することにより、
地域の新たな産業として定着。
これがモデルとなり、地域間
連携により、広域的に波及。

③事業化の推進
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43 外部専門家(地域力創造アドバイザー)
招へい事業

事業
URL

https://www.soumu.go.jp/ganbaru/
jinzai/index.html 問合せ先

総務省地域力創造グループ
人材力活性化・連携交流室
03-5253-5392

関連する取組 事業実施主体
（対象者）

支援対象・内容
(ハード・ソフト) 補助率等 公募時期 事業要望

調査時期
令和５年度

当初予算(百万円)
地域づくりの専門家等の紹介・仲介等 市町村 ソフト 特別交付税措置

地域独自の魅力や価値の向上に取り組むことで、地域力を高めようとする市町村が、地域活性化の取組に関する知見やノウハウを有する外部
専門家を招へいし、指導・助言を受けながら取組を行う。趣旨・目的

市町村が、地域活性化の活動実績があり一定の知見を有する外部専門家（※総務省地域人材ネット登録者＝地域力創造アドバイザー）を年度内
に延べ10日又は５回以上招へいし、助言を得る。事業内容

外部専門家及び外部専門家の活動を支援する者に対する旅費・謝金（報償費）、ワークショップ等に係る経費（印刷費、車両・会場借上費に限
る。）について、専門家区分、財政力指数に応じて最大560万円を上限として措置。

特別交付税
措置
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44 地域おこし協力隊 事業
URL

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html 問合せ先 総務省地域力創造グループ

地域自立応援課 03-5253-5394

関連する取組 事業実施主体
（対象者）

支援対象・内容
(ハード・ソフト) 補助率等 公募時期 事業要望

調査時期
令和５年度

当初予算(百万円)
地域づくりに取り組む人材の
確保及び組織・体制の構築 都道府県・市町村 ソフト 特別交付税措置 208
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